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平
成
十
七
年
五
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
島
�
君
提
出
対
日
投
資
の
促
進
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
十
七
日
受
領

答

弁

第

六

〇

号



衆
議
院
議
員
島
�
君
提
出
対
日
投
資
の
促
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
一
月
に
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
が
表
明
し
た
対
日
直
接
投
資
残
高
の
倍
増
目
標
は
、
当
時
入
手
可
能
で
あ
っ
た

直
近
の
統
計
で
あ
る
財
務
省
作
成
の
「
本
邦
対
外
資
産
負
債
残
高
統
計
」
（
平
成
十
四
年
五
月
二
十
四
日
公
表
）
に
基
づ
き
、

平
成
十
三
年
末
の
対
日
直
接
投
資
残
高
の
六
・
六
兆
円
を
基
点
と
し
、
平
成
十
八
年
末
ま
で
の
五
年
間
で
そ
の
倍
増
を
目
指

す
も
の
で
あ
る
。
政
府
は
、
こ
の
目
標
の
達
成
に
向
け
て
、
七
十
四
の
具
体
的
な
施
策
か
ら
な
る
「
対
日
投
資
促
進
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
（
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日
）
を
策
定
し
、
そ
の
着
実
な
実
施
に
努
め
て
お
り
、
最
新
の
「
本
邦
対
外
資
産
負
債

残
高
統
計
」
（
平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日
公
表
）
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
五
年
末
の
対
日
直
接
投
資
残
高
は
、
九
・
六
兆
円

と
な
り
、
二
年
間
で
対
日
直
接
投
資
残
高
が
約
一
・
五
倍
に
増
加
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
同

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
着
実
に
実
施
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
対
日
直
接
投
資
の
促
進
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

第
百
六
十
二
回
国
会
に
提
出
し
た
会
社
法
案
に
お
い
て
は
、
吸
収
合
併
等
の
場
合
に
、
消
滅
会
社
の
株
主
等
に
対
し
て
、

存
続
会
社
等
と
な
る
会
社
の
株
式
の
み
な
ら
ず
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を
交
付
す
る
こ
と
を
も
認
め
、
い
わ
ゆ
る
合
併
等
対
価

一



の
柔
軟
化
を
実
現
す
る
こ
と
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
外
国
企
業
が
、
そ
の
株
式
を
合
併
の
対
価
と
し
て
、
我

が
国
に
お
け
る
子
会
社
を
通
じ
て
、
日
本
企
業
と
い
わ
ゆ
る
三
角
合
併
等
を
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。
会

社
法
案
は
、
い
わ
ゆ
る
合
併
等
対
価
の
柔
軟
化
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
企
業
に
よ
る
対
日
直
接
投
資
の
手
段
を

多
様
化
す
る
こ
と
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
外
資
へ
の
規
制
強
化
を
行
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
会
社
法
案
の
う
ち
い
わ

ゆ
る
合
併
等
対
価
の
柔
軟
化
に
関
す
る
部
分
を
そ
の
余
の
部
分
の
施
行
の
一
年
後
に
施
行
す
る
こ
と
と
し
て
も
、
御
指
摘
の

公
約
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

ま
た
、
放
送
は
、
有
限
希
少
な
国
民
的
財
産
で
あ
る
公
共
の
電
波
を
排
他
的
に
使
用
し
て
行
う
も
の
で
あ
り
、
国
の
政
治
、

文
化
、
社
会
等
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十

一
号
）
制
定
当
時
か
ら
放
送
局
に
対
す
る
外
資
規
制
は
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
第
百
六
十
二
回
国
会
に
提
出
し
た
電

波
法
及
び
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
放
送
事
業
を
め
ぐ
る
対
日
直
接
投
資
の
増
大
等
社
会
経

済
情
勢
の
変
化
を
背
景
と
し
て
、
こ
れ
に
的
確
に
対
応
し
、
現
行
の
放
送
に
係
る
外
資
規
制
の
実
効
性
を
確
保
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
御
指
摘
の
公
約
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

二



会
社
法
案
に
お
い
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
い
わ
ゆ
る
三
角
合
併
等
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
い
わ
ゆ
る
三
角
合
併
等
に
係
る
課
税
の
繰
延
べ
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
案
の
う
ち
い
わ
ゆ
る
合
併
等
対
価
の
柔
軟
化
に

関
す
る
部
分
の
施
行
ま
で
の
間
に
、
課
税
の
公
平
・
適
正
及
び
租
税
回
避
防
止
の
観
点
も
十
分
に
踏
ま
え
、
検
討
し
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

我
が
国
は
、
自
然
的
条
件
か
ら
、
災
害
が
発
生
し
や
す
い
国
土
と
な
っ
て
い
る
が
、
防
災
体
制
の
充
実
、
国
土
保
全
事
業

の
推
進
、
気
象
観
測
施
設
・
設
備
の
充
実
等
に
よ
り
、
災
害
被
害
の
軽
減
を
図
っ
て
き
て
お
り
、
我
が
国
の
防
災
に
関
す
る

知
識
や
技
術
に
つ
い
て
は
、
本
年
一
月
に
神
戸
で
開
催
し
た
国
連
防
災
世
界
会
議
等
を
通
じ
国
際
社
会
に
対
し
積
極
的
に
周

知
に
努
め
て
い
る
。
ま
た
、
特
に
甚
大
な
被
害
が
予
想
さ
れ
る
首
都
直
下
の
地
震
に
つ
い
て
は
、
中
央
防
災
会
議
首
都
直
下

地
震
対
策
専
門
調
査
会
に
お
い
て
検
討
を
深
め
、
今
後
、
予
防
対
策
、
災
害
発
生
時
の
応
急
対
策
及
び
復
旧
・
復
興
対
策
を

含
む
総
合
的
な
対
策
の
大
綱
や
、
被
害
軽
減
量
を
数
値
目
標
と
し
て
定
め
た
地
震
防
災
戦
略
な
ど
を
策
定
す
る
こ
と
と
し
て

お
り
、
こ
れ
ら
の
防
災
・
減
災
対
策
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
周
知
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


